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令和２年 10月 28日  

 

 
兵庫県知事  井戸 敏三  様 
 

環境影響評価審査会 
会長  服部 保 

 
 
 

    阪神間都市計画道路 1.5.8号 名神湾岸連絡線に係る環境影響評価準備書の 
審査について（答申） 

 
 

 令和２年７月 10日付け諮問第 26号で諮問のあった標記のことについて、下記のと

おり答申します。 

 

                  記 

 

標記事業は、環境影響評価法（平成９年法律第 81 号）及び環境影響評価に関する

条例（平成９年兵庫県条例第６号）の対象事業ではないが、環境影響評価手続を実施

するため事業予定者により自主的に作成された環境影響評価準備書（以下「準備書」

という。）について、環境の保全と創造の観点から審査を行った。 

本事業は、国土交通省近畿地方整備局が事業予定者として、西宮市内で道路延長約

３km、２車線の自動車専用道路を設置する計画であり、名神高速道路及び阪神高速３

号神戸線と阪神高速５号湾岸線を連絡し、阪神高速３号神戸線と国道 43 号に集中し

ている交通を阪神高速５号湾岸線に分散させることにより、周辺地域の交通渋滞の解

消や交通安全、沿道環境の改善を図るとともに、名神高速道路と阪神港をスムーズに

連絡し、物流ネットワークの形成を図るとしている。 

準備書では、本事業の実施が周辺の環境に及ぼす影響について、工事用車両の分散、

汚濁防止膜の設置、遮音壁等の設置や高架のジョイント部への対策など、各種の環境

の保全と創造のための措置を実施し、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減され

ると評価している。 

しかしながら、対象事業実施区域及びその周辺には、住居が多数存在し、環境保全

への配慮が特に必要な教育施設のほか、医療施設及び福祉施設も存在することや、西

宮市の伝統産業である清酒造りに不可欠な宮水の保全区域内での工事を伴うことか

ら、事業の実施にあたっては、準備書に記載されている環境保全措置を着実に実施す

ることに加え、実行可能なより良い技術・対策を導入して環境影響を低減するよう努
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めること。また、以下の点に十分留意すること。 

 

１ 大気汚染 

（１） 工事中の建設機械の稼働及び運搬車両の運行に係る大気汚染について、個別

の影響に関しては環境保全目標を達成する評価であるが、両方の影響が重なる

期間が長期に及ぶことから、事後監視調査を行うとともに、工事関係車両台数

の抑制などの環境保全措置を実施すること。 

（２） 供用後の自動車の走行に係る大気汚染について、対象事業実施区域及びその

周辺は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）第６条第１項及び

第８条第１項に基づく対策地域であることから、事後監視調査を行うこと。 

 

２ 騒音・振動  

（１） 工事中の建設機械の稼働に伴う騒音及び振動について、規制基準を満足して

いるものの、現況より大幅に増加する予測結果となっていることから、周辺の

住居及び教育施設等への影響が考えられる。事業の実施にあたって、さらなる

環境保全措置を検討するとともに、大きな騒音・振動が発生する作業の際には

周辺の住居及び教育施設等に対して事前に説明を行う等、適切に配慮すること。 

（２） 工事中の建設機械の稼働及び運搬車両の運行に係る騒音及び振動について、

個別の影響に関しては環境保全目標を達成する評価であるが、両方の影響が重

なる期間が長期に及ぶことから、事後監視調査を行うとともに、工事関係車両

台数の抑制などの環境保全措置を実施すること。 

（３） 供用後の自動車の走行に係る騒音について、住居等が存在する場所において

現況と比較して騒音レベルが増加する地点が多く、地点や時間帯により対象道

路の影響が大きいことから、可能な限り遮音壁の設置及び排水性舗装等の環境

保全措置を実施すること。 

 

３ 低周波音 

 供用後の自動車の走行に係る低周波音について、一部の地点での予測評価は、類

似事例における調査結果を引用することによって行われていることから、不確実性

が大きいと考えられる。設計にあたり低周波音の発生抑制に十分配慮するとともに、

供用後の事後監視調査を必ず実施し、必要に応じて環境保全措置を実施すること。 

 

４ 日照阻害 

  道路の存在に係る日照阻害について、参考指標（「公共施設の設置に起因する日陰

により生ずる損害等に係る費用負担について」（昭和 51 年２月 23 日建設省計用発

第４号）に記載の日陰時間及び建築基準法（昭和 25年５月 24日法律第 201号）第

56条の２第１項の規定に基づく日陰時間）を超過する日影が生じる予測であること

から、日影の影響を最大限回避・低減可能な道路構造とすること。 
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５ 廃棄物等 

  建設工事に伴い発生する廃棄物等について、事業による改変区域に土壌汚染の可

能性のある区域や廃棄物処分場跡地の区域があることから、土壌汚染対策法及び廃

棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適切に処理等を行うこと。 

 

６ 地形・地質 

工事の実施及び道路の存在に係る地形・地質（宮水地帯）への影響について、西

宮市宮水保全条例（平成 29年西宮市条例第 15号）第４条第１項の規定に基づく保

全対象区域内及びその近隣で大規模な掘削工事及び高架道路・橋梁の建設を行うた

め、帯水層の保全に万全な対策及び工法を採用するとともに、地下水位及び水質に

ついて事後監視調査を実施し、必要に応じて専門家の助言を受け環境保全措置を実

施すること。また、関係機関等との協議を十分に行うこと。 

 

７ 植物・動物・生態系 

（１） 対象事業実施区域及びその周辺では、現地調査によって多数の貴重な鳥類の

存在が確認されていることから、鳥類の専門家の助言を受け、道路及び橋梁の

設計を行うこと。また、供用後に事後監視調査を実施し、特に海域の橋梁部に

おける鳥類の飛翔状況を確認すること。 

（２） 海域に設置する橋脚について、詳細な位置や形状等の検討にあたり、生態系

の保全や生息・生育基盤の創出に配慮するとともに、この環境影響評価の内容

から変更となる場合は、生息・生育基盤への改変の程度や水の濁り、流況等へ

の影響を再度評価し、必要に応じて環境保全措置を実施すること。 

 

８ 人と自然との触れ合い活動の場 

（１） 道路の存在に係る人と自然との触れ合い活動の場（以下「触れ合い活動の場」

という。）への影響について、触れ合い活動の場として選定されている海浜やウ

ォーキングコースの利用及び快適性を損なわないよう配慮し、橋脚位置の決定

や高架下空間のデザイン等を行うこと。 

（２） 工事中においても、触れ合い活動の場の利用及び快適性への影響が最小限と

なるよう配慮し、必要に応じて環境保全措置を実施すること。 

 

９ 景観 

（１） 事業実施区域では人と自然との触れ合い活動の場の利用があることから、ウ

ォーキングコース等からの近景で対象道路の存在が確認される地点を選定し、

環境影響評価書に予測及び評価の結果を記載すること。 

（２） 景観について、専門家等の意見を参考に詳細設計の検討を行うとともに、可

能な限り情報を公開し、地域との調和を図ること。特に、海上部の橋梁は、眺

望を遮る一方でランドマークともなり得るものであることから、デザインや色

彩等について配慮すること。 
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10 その他 

（１） 住宅密集地及び交通量の多い道路において長期間にわたり工事を実施するこ

とから、工事の実施にあたっては住民生活への影響に最大限の配慮を行い、工

法、工事期間等を決定すること。 

（２） 事業実施にあたり、事業の詳細な計画の検討や決定の段階から、地元住民等

への十分な説明や情報提供を行い、要望及び苦情がある場合は適切に対応を行

うこと。 

（３） 工事に伴う温室効果ガスの排出を削減するため、エネルギー使用量の少ない

施工方法の採用、工事用車両等の省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用

等に努めること。 

（４） 環境影響評価に関する条例第 30 条の規定に準じて事後監視調査を適切に実

施し、事後監視調査結果を県に報告するとともに、公表すること。 

（５） 環境影響評価書の作成及び環境影響評価指針（平成 10年兵庫県告示第 28号）

に基づく事後監視調査計画の作成にあたり、西宮市などの関係行政機関からの

意見も十分に踏まえるとともに、必要に応じ関係行政機関と協議等を行うこと。 

（６） 環境影響評価の予測の前提条件となる事項に大きな変化が生じた場合や、現

時点で予測し得なかった影響が生じた場合は、関係行政機関に報告のうえ、状

況に応じた適切な環境保全措置を速やかに行うこと。 

（７） 工事中及び供用後において、災害及び事故による道路の損傷等による生活環

境への悪影響が生じないよう、十分な対策を行うこと。 
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（参考） 
 

１ 審議経過 

年 月 日 審 議 審 議 事 項 

令和２年 ７月 10日 － ○準備書の審査について諮問 

令和２年 ７月 22日 総会 ○準備書について審議（書面開催） 

令和２年 ９月 ９日 部会 ○準備書について審議 

令和２年 ９月 18日 部会 ○準備書について審議 

令和２年 10月 ２日 部会 ○準備書について審議 

令和２年 10月 21日 部会 ○準備書について審議（答申案について） 

令和２年 10 月 28日 答申 〇準備書の審査について答申 

 

２ 環境影響評価審査会 委員（五十音順） 

 遠藤 知二 

大迫 義人 

沖村 孝 

○小谷 通泰 

○上甫木 昭春 （名神湾岸連絡線部会長） 

 川井 浩史 

○近藤 明  

 澤木 昌典 

 島  正之   

○菅原 正孝 

○住友 聰一 

 田中 みさ子 

 中嶌 一憲 

中野 加都子 

西田 修三 

 西村 多嘉子  

服部 保   （会長） 

花田 眞理子 

藤川 陽子 

増沢 陽子 

 益田 晴恵 

三橋 弘宗 

山下 淳   （副会長） 

横山 真弓 

 ○印は、名神湾岸連絡線部会委員 


